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市民の日 4月1日（H14.5.25制定）

お
知
ら
せ

　

市
で
は
、
令
和
７
年
国
勢
調
査

調
査
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
企
画
政
策
課
ウ
ェ

ブ
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
企
画
政
策
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
６　

⒇
１
６
０
２

交
通
事
故
な
ど
で
国
民
健
康
保
険
を

使
用
す
る
場
合
は
届
け
出
を

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行

為
に
よ
り
け
が
を
し
て
医
療
機
関

等
を
受
診
す
る
場
合
、
必
ず
そ
の

医
療
機
関
等
へ
負
傷
原
因
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。

　

治
療
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険

を
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、

そ
の
際
は
必
ず
市
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
そ
の
後
、「
第
三
者
の
行
為

に
よ
る
傷
病
届
等
に
交
通
事
故
証

明
書
を
添
付
の
上
、
届
け
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

第
三
者
の
行
為
に
よ
る
け
が
の

医
療
費
は
、
本
来
加
害
者
が
負
担

す
る
も
の
で
す
。
一
時
的
に
医
療

費
の
一
部
を
市
が
立
て
替
え
ま
す

が
、
市
が
負
担
す
べ
き
で
な
い
医

療
費
に
つ
い
て
、
そ
の
届
け
出
に

よ
り
加
害
者
や
損
害
保
険
会
社
に

過
失
割
合
に
応
じ
た
額
を
請
求
し

ま
す
。

　

国
保
財
政
の
適
正
な
運
用
の
た

め
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

～
負
傷
原
因
調
査
に
ご
協
力
を
～

　

市
で
は
、
適
正
な
保
険
給
付
の

た
め
、
診
療
報
酬
明
細
書
等
を
も

と
に
負
傷
原
因
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
負
傷
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
を
使
用
し
て
医

療
機
関
等
で
治
療
を
受
け
た
場
合
、

そ
の
負
傷
の
原
因
が
第
三
者
の
行

為
に
よ
る
も
の
か
を
確
認
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。

　

負
傷
原
因
が
第
三
者
の
行
為
に

該
当
し
て
い
た
場
合
、
別
途
届
け

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３　

⒇
１
６
０
０

夏
休
み
学
童
ク
ラ
ブ
指
導
員
募
集

資
格
・
経
験
は
問
い
ま
せ
ん
！

◆
勤
務
内
容

　

夏
休
み
期
間
中
に
、
保
護
者
が

仕
事
の
時
間
帯
に
児
童
を
預
か
り
、

遊
び
や
学
習
を
通
し
て
健
全
な
育

成
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
事
で
す
。

◆
勤
務
時
間

・�

月
～
土
曜
日
７
時
30
分
～
19
時

の
う
ち
週
３
日
程
度
・
５
時
間

程
度
の
シ
フ
ト
勤
務

◆
給
与

　

時
給
１
１
０
０
円
～
（
処
遇
改

善
手
当
あ
り
）

◆
勤
務
地

　

夏
期
茂
原
（
総
合
市
民
セ
ン

タ
ー
）、
東
郷
、
豊
岡
学
童
ク
ラ

ブ
の
い
ず
れ
か

◆
雇
用
期
間

　

７
月
22
日
㊋
～
８
月
30
日
㊏

◆
応
募
条
件　
70
歳
未
満
の
方

◆
提
出
書
類

　

履
歴
書
、
職
務
経
歴
書

◆
選
考
方
法

　

書
類
選
考
（
１
次
審
査
）、
面

接
試
験
（
２
次
審
査
）

◆
提
出
期
限　
６
月
25
日
㊌

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

〒
２
９
７
－
０
０
２
２

茂
原
市
町
保
13
－
20

総
合
市
民
セ
ン
タ
ー

☎
�
９
５
１
１

在
宅
寝
た
き
り
者
等
歯
科
保
健

事
業
の
ご
案
内

　

市
で
は
、
茂
原
市
長
生
郡
歯
科

医
師
会
の
協
力
に
よ
り
、
寝
た
き

り
や
体
が
不
自
由
で
外
出
で
き
ず
、

歯
科
健
診
を
受
け
る
機
会
に
恵
ま

れ
な
い
方
に
、
在
宅
訪
問
歯
科
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

在
宅
訪
問
歯
科
指
導
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
口
腔
内
の
衛
生
状
態

を
改
善
し
、
口
腔
機
能
の
維
持
・

回
復
だ
け
で
な
く
、
全
身
的
な
機

能
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
期
待
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
対
象

①
65
歳
以
上
の
寝
た
き
り
の
方

②
障
害
な
ど
に
よ
り
外
出
困
難
な
方

※�

①
・
②
と
も
介
護
保
険
法
に
よ

る
歯
科
部
門
の
居
宅
療
養
管
理

指
導
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

方
お
よ
び
施
設
入
所
者
は
除
く

◆
内
容

・�

口
腔
内
清
掃
お
よ
び
義
歯
清
掃

な
ど
の
歯
科
保
健
指
導

・�

歯
周
疾
患
、
む
し
歯
な
ど
に
対

す
る
応
急
処
置

・�

往
診
歯
科
医
療
の
必
要
性
の
把
握

※�

市
内
の
協
力
歯
科
医
師
が
訪
問

し
ま
す
。

◆
費
用

　

無
料
（
１
年
に
１
回
限
り
）

※�

以
後
の
治
療
が
必
要
な
場
合
は

保
険
診
療
と
な
り
ま
す
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
�
１
７
２
５　

�
１
８
６
５

シ
ニ
ア
向
け

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
教
室

◆
日
時

①
６
月
17
日
㊋
、
②
６
月
26
日
㊍

　

14
時
～
16
時

◆
場
所

①
茂
原
市
役
所

②
東
郷
福
祉
セ
ン
タ
ー

◆
内
容

①
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
基
本
と
応
用

②�

ス
マ
ホ
の
基
本
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
体
験

※
練
習
用
ス
マ
ホ
に
よ
る
受
講

◆
対
象

　

市
内
在
住
の
お
お
む
ね
60
歳
以

上
の
方

◆
定
員　
各
20
人
（
申
込
順
）

◆
費
用　
無
料

◆
申
込

　
５
月
15
日
㊍
10
時
か
ら
電
話
に
て

問
総
務
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
９　

⒇
１
６
０
２

調査員募集中！調査員募集中！
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